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部活動の地域クラブ移行の経緯
● 学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する 総合的なガイドライン【概要】

● 少子化が進む中、将来にわたり生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保す
るため、速やかに部活動改革に取り組む必要がある。その際、生徒の自主的で多様な学びの場であった部活

動の教育的意義を継承・発展させ、新しい価値が創出されるようにすることが重要。 

● 令和4年夏に取りまとめられた部活動の地域移行に関する検討会議の提言を踏まえ、平成30年に策定した「運

動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」及び「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライ

ン」を統合した上で全面的に改定。これにより、学校部活動の適正な運営や効率的・効果的な活動の在り方
とともに、新たな地域クラブ活動を整備するために必要な対応について、国の考え方を提示。

● 部活動の地域移行に当たっては、「地域の子供たちは、学校を含めた地域で育てる。」という意識の下、生
徒の望ましい成長を保障できるよう、地域の持続可能で多様な環境を一体的に整備。地域の実情に応じ生徒

のスポーツ・文化芸術活動の最適化を図り、体験格差を解消することが重要。

令和4年12月策定　スポーツ庁・文

化庁　学校部活動及び新たな地域ク
ラブ活動の在り方等に関する 総合

的なガイドライン【概要】より抜粋

学校部活動の
適正な運営

新たな地域クラブ活動
による機会確保

地域連携や
地域移行への環境整備

大会参加の在り方

• 教師の部活動への関与につい
て、業務改善や勤務管理

• 内外での部活動指導員確保

• 事故防止、体罰・ハラスメン
トの根絶等の徹底

• 週当たり２日以上の休養日の
設定

• 部活動への強制加入の禁止

• 他団体との連携や保護者等の
協力の下、環境整備を進める

• 運営団体・実施主体の整備充
実

• 各関係者を集めた協議会など
の体制の整備

• 指導者確保、都道府県等によ
る人材バ ンクの整備、兼職
兼業の整備

• 生徒志向に適した多彩なプロ
グラム提供

• 公共施設利用支援

• 休日の地域環境整備を優先
し、進捗を検証して改革を
促進

• 運営体制を段階的に整備し、
合同部活動や部活動指導員
による支援を検討

• 令和５~７年度の3年間の改
革期間中に地域連携・移行
を進め、早期実現を目指す

• 方針やスケジュールを都道
府県や市町村で周知する

• 地域クラブ活動の会員も大
会参加可できるよう見直す
（日本中体連が実施を承
認）

• 教師の引率を最小限にし、
適正な運営人員の確保を目
指す体制整備

• 全国大会の在り方見直し、
開催回数の精選や多様な活
動ニーズに対応



部活動の地域クラブ移行の経緯



部活動の地域クラブ移行の経緯



● 保護者・指導者向け説明動画の公開

①生徒・保護者向け動画（YouTube）

●2024.4.11配信

https://youtu.be/jqVvRM3CVWU?si=UuCy-GBaDCywEjyA

●概要

・地域クラブ活動の概要（地域クラブの定義、主旨）

・部活動から地域クラブ活動への移行（日程、過渡期の対応）

・具体例と実績（モデル事業）について

・重要事項（内申書関連、大会関連、登録関連）

・地域クラブ活動の利点と課題

・現在の取り組みと今後の予定（説明会、参加募集）

②指導者・団体向け動画（YouTube）

●2024.4.11配信

https://www.youtube.com/watch?v=f5cACwVc7uc

●概要

・地域クラブ活動の概要（地域クラブの活動形態、任意参加）

・募集対象について（個人指導者、団体）

・登録方法と活動形態について（直営型、自主運営型）

・指導者の条件について

・自主運営型団体の認証条件について

・詳細情報と連絡先（募集要項、登録フォーム）

●リンク先 ①生徒・保護者向け動画 ②指導者・団体向け動画 市ホームページ（詳細情報、登録フォーム）

部活動の地域クラブ移行の経緯



神栖市における地域クラブ活動の概要



● 地域クラブの運営体制（2024年9月以降の休日）

神栖市における地域クラブ活動の概要



神栖市における地域クラブ活動の概要
● 活動イメージ（モデル実証の様子から）



神栖市における地域クラブ活動の概要

● 基礎研修・専門種目研修

研修 主な内容 回数

事前研修①

• 事業背景と趣旨・目的の理解
• 指導に入る前の準備（指導者の役割・生徒との接し方 等）

60分程度
（オンライン）

• 指導における当日の流れ
• 活動以外の対応（学校との分担・連携）
• 活動における危機管理対応（体罰等の防止・安全管理・アレルギー対応 等）

● その他研修（自然災害への対応・コンプライアンス・ハラスメント 等）

研修 主な内容 方法

事前研修②

• 自然災害への対応（e-Learning）

e-learning
（オンデマンド）

30〜40分 / 各項目

※必要に応じて
対面/オンライン実施

• 救急救命・救護（e-Learning）

• 防犯（e-Learning）

• コンプライアンス・ハラスメント（e-Learning）

• メンタルヘルスケア（e-Learning）

• 個人情報保護（e-Learning）

研修 ⑩ • ケガ予防（ﾗﾝﾆﾝｸﾞ&ｽﾄﾚｯﾁ）（e-Learning） <指導者認証イメージ>

宮崎 太郎（25）

e-learning受講
（オンデマンド）

確認テスト 認証・情報開示

● 指導者研修について



● C：運営準備｜９月地域クラブの立ち上げ予定リスト（直営型）

部活動名／種目名 神栖地区 波崎地区

1・2年
(人)

参加
予想数

必要
クラブ数

1・2年
(人)

参加
予想数

必要
クラブ数

1 軟式野球 38 26 1 14 15 1

2 サッカー 76 61 １ 48 32 1

3 男子バスケ 70 36 1 42 23 1

4 女子バスケ 59 17 1 21 15 1

5 男子テニス 100 52 １ 38 17 1

6 女子テニス 79 42 １ 41 16 1

7 男子卓球 47 21 1 52 28 1

8 女子卓球 42 15 1 32 12 1

9 バレー 55 31 1 41 27 1

10 柔道 23 8 1 13 12 神栖と合同

11 剣道 49 30 1 17 7 神栖と合同

12 吹奏楽 113 51 ４ 59 22 4

合計 1５ 13

【団体】
・剣道（２団体） ・少林寺 ・カヌー ・陸上 ・基礎体力づくり ・日本舞踊

2024年9月から始まる休日の地域クラブ活動について



2024年9月から始まる休日の地域クラブ活動について
● 地域クラブの活動予定場所

※状況により変更する場合もございます

神栖地区 波崎地区

人数 ９月・１１月 １０月・１２月 人数 ９月・１１月 １０月・１２月

グラウンド
軟式野球 26 神栖一中 神栖三中 15 波崎四中 波崎一中

サッカー 61 神栖三中 神栖一中 32 波崎一中 波崎四中

テニスコート
ｿﾌﾄﾃﾆｽ（男） 52 神栖四中 神栖二中 17

波崎一中 波崎三中
ｿﾌﾄﾃﾆｽ（女） 42 神栖二中 神栖四中 16

体育館

バレーボール 31 神栖一中 神栖三中 28 波崎四中 波崎二中

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ（男） 36
神栖三中 神栖一中

23
波崎二中 波崎四中

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ（女） 17 15

卓球（男） 21
神栖四中 神栖四中

28
波崎三中 波崎三中

卓球（女） 15 12

剣道 30 神栖二中 神栖二中 7

柔道場 柔道 8 波崎三中 神栖二中 12 波崎三中 神栖二中

吹奏楽 51 各校 各校 22 各校 各校



2024年9月から始まる休日の地域クラブ活動について



● 直営型「参加費の支払い」に関する規約

費用と支払方法について



費用と支払方法について



参加申込み期間内に保護者から同意を得て参加登録をした生徒は、地域クラブ活動への参加を承認する。

活動途中から参加希望する生徒は、保護者同意の上、参加申込み・保険加入後に参加を可能とする。

✔ 地域クラブ活動への参加は任意参加とする

✔ 運営責任や保険の適用などが学校部活動と異なるため、保護者の同意を得た生徒のみ参加可能

✔ 保護者の同意がない／参加登録がない生徒の参加は認められない

※未登録の参加者（生徒）が事故・ケガをした場合、保険対応や安全管理ができないため

参加募集の受付開始 参加同意・アプリ登録 保険加入

活動参加

✔ 地域クラブ活動について

✔ 運営方法について

✔ 緊急時対応について

✔ いばらき電子申請・届出サー

ビスより参加登録（運営に必

要な情報の確認）

✔ 運営管理アプリの登録

✔ 参加者のリスト化

✔ 事務局にて加入

❗️参加登録時に以下の内容を確認
在学中学校・保護者名・生徒名・フリガナ・学年・生年月日・住所・電話番号・メールアドレス・該当種目
持病の有無・運動するにあたっての心配事項 等

● 申込から活動参加の流れについて

参加申込みについて



緊急時の対応は、事務局ならびに指導者が以下の流れで対応する。

指導者

保護者運営本部（SDB）

③報告

応急処置

救急
①救急要請119番

教育委員会

緊急性の高い怪我・事故の場合

学校管理職

②報告

③報告

指導者 保護者

運営本部（SDB）

②報告

応急処置

教育委員会

①報告

③報告

スポーツ安全保険スポーツ安全保険

緊急性の低い怪我・事故の場合

✔保険会社から保護者へ連絡 ✔保険会社から保護者へ連絡

● 緊急時の対応について

ICTツール（スマートフォンアプリ）による運営



● よくあるご質問（Q&A）

Q１：練習場所までの移動はどのようになるのか。

A：活動の拠点校となる会場への移動は、自転車や保護者による送迎を
想定しています。送迎の負担が増えることは心苦しいところではあ
りますが、合同練習会やモデル地域クラブにおける実証において多
くの生徒達が参加することができていることから、ご協力をお願い
致します。

Q２：クラブ活動では、保護者の付き添いや当番はあるのか。

A：直営型のクラブでは、原則保護者の付き添いや当番はありません。
お時間がある際には、ぜひ子ども達が活動する様子を見学してくだ
さればと思います。自主運営型のクラブについては、クラブの方針
に従って行うこととなります。

Q３：今後の学校部活動はどうなるのか。

A：学校部活動は原則平日のみの活動になります。休日は大会参加の機
会を確保するため、地域クラブでの大会参加が困難な場合、月１回
の大会参加のみ学校部活動としての参加が可能です。地域クラブ設
立後、平日のみの活動を行う生徒もいることが想定されるため、今
後の選手登録の仕方によりますが、学校からも総体や新人戦に出場
することが可能です。ただし、これまで以上に生徒の自主的・自発
的な活動として、勝利至上主義に陥らず、将来にわたるスポーツ・
文化芸術活動の入り口となる活動へとシフトしていきます。

Q４：地域クラブからの総体や新人戦への参加はどうなるのか。

A：地域クラブが総体や新人戦に参加するには、かみす地域クラブへの
登録とは別に、中体連の参加規定条件を満たしたうえで、４月中に
中体連へのクラブ及び選手登録を行う必要があります。令和６年度
につきましては、直営型クラブは中体連への登録をしておりません

ので、新人戦には学校からのみ出場することが可能となっておりま
す。自主運営型のクラブは、団体個人の両方で４月に登録済みであ
れば出場可能ですが、クラブによる違いがありますので、確認が必
要となります。

Q５：なぜ今の時期に地域移行を行うのか。

A：県では、令和７年度末を目途に、休日に部活動指導を行う教員をゼ
ロにすることをかかげております。今後の子ども達のスポーツ・文
化芸術活動の持続可能な体制を作るには、部活動が教員の手から完
全に離れる前に、活動の主体を段階的に教員から地域の指導者へと
移行していく必要があります。令和６年度は、かみす地域クラブの
立ち上げのために多くの先生方の協力を得ながら進めることになり
ますが、今後はより多くの地域の方々の参加を促していくことによ
り、よりよい体制作りに努めてまいります。

Q６：この活動には学校顧問教員は参加しないのでしょうか?

A：学校顧問教員としては参加できません。指導を希望する教員は、直
営型の各クラブに指導者として配置されます。

Q７：平日は運動部、休日は文化部という選択も可能ですか?

A：可能です。部活動と地域クラブは違うものなので可能です。むし
ろ、地域移行により休日は自分のやりたいことに合わせた活動を選
択できるようになります。

質疑応答



神栖市教育委員会
住所：神栖市溝口4991番地５
電話：0299-77-7431

かみす地域クラブ事務局
Mail: info-kamisu@sdb-group.co.jp


